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議案第１２号  

羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部

を改正する条例  

 羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平成５年条例第

９号）の一部を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（定義）  （定義）  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、法の例によ

るもののほか、当該各号に定めると

ころによる。  

第２条  この条例における用語の意義

は、法の例によるもののほか、次の

各号に定めるところによる。  

（１）  家庭廃棄物  一般家庭の日

常生活に伴って生じた廃棄物をい

う。  

（１）  家庭廃棄物とは、一般家庭

の日常生活に伴って生じた廃棄物

をいう。  

（２）  事業系一般廃棄物  事業活

動に伴って生じた廃棄物をいう。  

（２）  事業系一般廃棄物とは、事

業活動に伴って生じた廃棄物をい

う。  

（３）  資源物  再利用を目的とし

て 市 が 行 う 廃 棄 物 の 収 集 に お い

て 、 分 別 し て 収 集 す る も の を い

う。  

（３）  資源物とは、再利用を目的

として市が行う廃棄物の収集にお

いて、分別して収集するものをい

う。  

（住民の責務）  （住民の責務）  

第４条  住民は、廃棄物の排出を抑制

し、再生品の使用又は不用品の活用

等により再利用を図り、その生じた

廃棄物をなるべく自ら処分すること

等により、廃棄物の減量に努めなけ

第４条  住民は、廃棄物の排出を抑制

し、再生品の使用若しくは不用品の

活用等により再利用を図り、その生

じた廃棄物をなるべく自ら処分する

こと等により、廃棄物の減量に努め
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ればならない。  なければならない。  

２  （略）  ２  （略）  

３  住民は、廃棄物の減量及び適正な

処理の確保等に関し市の施策に協力

しなければならない。  

３  住民は、廃棄物の減量及び適正な

処理の確保等に関し、市の施策に協

力しなければならない。  

（事業者の責務）  （事業者の責務）  

第５条  （略）  第５条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  事業者は、前２項に定めるものの

ほか、廃棄物の減量その他適正な処

理の確保等に関し市の施策に協力し

なければならない。  

３  事業者は、前各項に定めるものの

ほか、廃棄物の減量その他適正な処

理の確保等に関し、市の施策に協力

しなければならない。  

（廃棄物減量等推進審議会）  （廃棄物減量等推進審議会）  

第６条  法第５条の７の規定により、

羽生市廃棄物減量等推進審議会（以

下「審議会」という。）を置く。  

第６条  法第５条の２の規定に基づ

き、羽生市廃棄物減量等推進審議会

（以 下「 審議 会」 とい う。 ）を 置

く。  

２  審議会は、市長の諮問に応じ、一

般廃棄物の減量及び再利用の促進等

に関する事項を調査し、及び審議す

る。  

２  審議会は、市長の諮問に応じ一般

廃棄物の減量及び再利用の促進等を

調査、審議する。  

３～５  （略）  ３～５  （略）  

（廃棄物減量等推進員）  （廃棄物減量等推進員）  

第７条  （略）  第７条  （略）  

２  推進員は、一般廃棄物の適正な処

理及びごみの減量等のための市の施

策への協力や地域のリサイクル活動

の推進等の活動を行う。  

２  推進員は、一般廃棄物の適正な処

理及びごみの減量のための市の施策

への協力や地域のリサイクル活動の

推進等の活動を行う。  

３  前２項に定めるもののほか、推進

員に関し必要な事項は、規則で定め

る。  

３  前各項に定めるもののほか、推進

員について必要な事項は、規則で定

める。  

（事業者の減量義務）  （事業者の減量義務）  

第１０条  （略）  第１０条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  事業者は、物の製造、加工、販売

等に際して、再生資源（資源の有効

な利用の促進に関する法律（平成３

年法律第４８号）第２条第４項に規

定する再生資源をいう。）及び再生

３  事業者は、物の製造、加工、販売

等に際して、再生資源（再生資源の

利用の促進に関する法律（平成３年

法律第４８号）第２条第１項に規定

する再生資源をいう。）及び再生品
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品を利用するよう努めなければなら

ない。  

を利用するよう努めなければならな

い。  

（指導又は助言）  （指導、助言）  

第１１条  市長は、廃棄物の減量及び

適正処理並びに再利用の推進に関し

必要と認めるときは、住民及び事業

者に対し指導又は助言を行うことが

できる。  

第１１条  市長は、廃棄物の減量及び

適正 処理 並び に再 利用 の推 進に 関

し、必要と認めるときは住民及び事

業者に対し、指導又は助言を行うこ

とができる。  

（事業系一般廃棄物の処理）  （事業系一般廃棄物の処理）  

第１７条  事業者は、事業系一般廃棄

物を生活環境の保全上支障が生じな

いうちに自ら運搬し、若しくは処分

し、又は廃棄物の収集、運搬若しく

は処分を業として行うことのできる

者に運搬させ、若しくは処分させな

ければならない。  

第１７条  事業者は、事業系一般廃棄

物を生活環境の保全上支障が生じな

いうちに自ら運搬し、若しくは処分

し、又は廃棄物の収集、運搬、若し

くは処分を業として行うことのでき

る者に運搬させ、若しくは処分させ

なければならない。  

（一般廃棄物処理計画）  （一般廃棄物処理計画）  

第１８条  市は、法第６条第１項の規

定により、一般廃棄物の排出抑制の

ための方策等の一般廃棄物の処理に

関する計画を定め、これを告示する

ものとする。  

第１８条  市は、法第６条第１項の規

定に基づき、一般廃棄物の排出抑制

のための方策等、一般廃棄物の処理

に関する計画を定め、これを告示す

るものとする。  

（改善勧告）  （改善勧告）  

第２２条  市長は、占有者が第１９条

の規定に違反していると認めるとき

は、その占有者に対し期限を定めて

必要な改善その他必要な措置をとる

べき旨の勧告をすることができる。  

第２２条  市長は、占有者が第１９条

の規定に違反していると認めるとき

は、その占有者に対し、期限を定め

て必要な改善その他必要な措置をと

るべ き旨 の勧 告を する こと がで き

る。  

（収集の拒否）  （収集の拒否）  

第２３条  市長は、占有者が前条に規

定する勧告に係る措置を採らなかっ

たときは、当該家庭廃棄物の収集を

拒否することができる。  

第２３条  市長は、占有者が前条に規

定する勧告に係る措置をとらなかっ

たときは、当該家庭廃棄物の収集を

拒否することができる。  

（処理手数料）  （処理手数料）  

第２４条  （略）  第２４条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  前２項に定めるもののほか、手数

料の徴収に関し必要な事項は、規則

で定める。  

３  前各項に定めるもののほか、手数

料の徴収に関し必要な事項は、規則

で定める。  
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（一般廃棄物処理業の許可）  （一般廃棄物処理業の許可）  

第２５条  （略）  第２５条  （略）  

２  法第７条第６項の規定により、一

般廃棄物の処分を業として行おうと

する者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。  

２  法第７条第４項の規定により、一

般廃棄物の処分を業として行おうと

する者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。  

３  前２項の許可の有効期限は、２年

とする。  

３  前各項の許可の有効期限は２年と

する。  

（一般廃棄物処理業の許可基準）  （一般廃棄物処理業の許可基準）  

第２６条  市長は、前条第１項又は第

２項の許可の申請が法第７条第５項

又は第１０項に規定する許可基準に

適合していると認めるときでなけれ

ば、許可をしてはならない。  

第２６条  市長は、前条第１項又は第

２項の許可の申請が法第７条第３項

又は第６項に規定する許可基準に適

合し てい ると 認め ると きで なけ れ

ば、許可をしてはならない。  

（変更の許可等）  （変更の許可等）  

第２７条  （略）  第２７条  （略）  

２  許可業者は、その一般廃棄物の収

集若しくは運搬若しくは処分の事業

の全部若しくは一部を廃止したとき

又は住所その他の事項を変更したと

きは、当該廃止又は変更の日か ら

１０日以内にその旨を市長に届けな

ければならない。  

２  許可業者は、その一般廃棄物の収

集若しくは運搬若しくは処分の事業

の全 部若 しく は一 部を 廃止 した と

き、又は住所その他の事項を変更し

たときは、当該廃止又は変更の日か

ら１０日以内にその旨を市長に届け

なければならない。  

（許可の取消し等）  （許可の取消し等）  

第２８条  市長は、許可業者が次の各

号のいずれかに該当するときは、そ

の許可を取り消し、又は期間を定め

てその事業の全部若しくは一部の停

止を命ずることができる。  

第２８条  市長は、許可業者が次の各

号のいずれかに該当するときはその

許可を取り消し、又は期間を定めて

その事業の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。  

（１）  法その他の関係法令又はこ

の条例の規定に違反したとき。  

（１）  法その他の関係法令、又は

この条例の規定に違反したとき。  

（２）・（３）  （略）  （２）・（３）  （略）  

（浄化槽清掃業の許可）  （浄化槽清掃業の許可）  

第２９条  （略）  第２９条  （略）  

２  前項の許可の有効期限は、２年と

する。  

２  前項の許可の有効期限は２年とす

る。  

（許可申請等手数料）  （許可申請等手数料）  

第３１条  第２５条第１項若しくは第

２項若しくは第２９条第１項の規定

第３１条  第２５条第１項又は第２項

及び第２９条第１項の規定による業
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による業の許可を受けようとする者

又は当該許可証の再交付を受けよう

とする者は、別表第２に定める手数

料を納付しなければならない。  

の許可又は、当該許可証の再交付を

受けようとする者は、別表第２に定

める手数料を納付しなければならな

い。  

（産業廃棄物の処理）  （産業廃棄物の処理）  

第３２条  法第１１条第２項の規定に

より、市が処理することができる産

業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて

処理することができ、かつ、一般廃

棄物の処理に支障のない範囲の量と

し、市長が必要の都度指定するもの

とする。  

第３２条  法第１０条第２項の規定に

より、市が処理することができる産

業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて

処理することができ、かつ、一般廃

棄物の処理に支障のない範囲の量と

し、市長が必要のつど指定するもの

とする。  

（技術管理者の資格）   

第３５条  法第２１条第３項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおり

とする。  

第３５条  法第２１条第３項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおり

とする。  

（１）～（５）  （略）  （１）～（５）  （略）  

（６）  学校教育法による短期大学

（同法による専門職大学の前期課

程を含む。）若しくは高等専門学

校の理学、薬学、工学、農学又は

これらに相当する課程において衛

生工学若しくは化学工学に関する

科目を修めて卒業した（同法によ

る専門職大学の前期課程を修了し

た場合を含む。）後、４年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者  

（６）  学校教育法による短期大学

又は高等専門学校の理学、薬学、

工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学又は化学工

学に関する科目を修めて卒業した

後、４年以上廃棄物の処理に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者  

（７）  学校教育法による短期大学

（同法による専門職大学の前期課

程を含む。）若しくは高等専門学

校の理学、薬学、工学、農学又は

これらに相当する課程において衛

生工学若しくは化学工学に関する

科目以外の科目を修めて卒業した

（同法による専門職大学の前期課

程を修了した場合を含む。）後、

５年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有す

る者  

（７）  学校教育法による短期大学

又は高等専門学校の理学、薬学、

工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学又は化学工

学に関する科目以外の科目を修め

て卒業した後、５年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者  
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（８）～（１１）  （略）  （８）～（１１）  （略）  

（報告の徴収）  （報告の徴収）  

第３６条  市長は、法第１８条に規定

するもののほか、この条例の施行に

必要な限度において、占有者その他

の関係者に対し必要な報告を求める

ことができる。  

第３６条  市長は、法第１８条に規定

するもののほか、この条例の施行に

必要な限度において、占有者その他

の関係者に対し、必要な報告を求め

ることができる。  

（委任）  （委任）  

第３８条  この条例に定めるもののほ

か、必要な事項は、規則で定める。  

第３８条  この条例に定めるもののほ

か、必要な事項は規則で定める。  

別表第１（第２４条関係）  別表第１（第２４条第１項関係）  

種別  取扱区分  手数料  備考  

し尿  一 般

家庭  

普 通

便槽  

１ 世 帯 に

つ き  月

額 ３ ５ ０

円  

１ 人 に つ

き  月 額

２５０円  

（１）  く

み 取 り

は 、 計 画

に 基 づ き

月 １ 回 を

原 則 と す

る。  

（２）  普

通 便 槽 に

お け る く

み 取 り が

月 ２ 回 以

上 と な る

場 合 は 、

２ 回 目 以

降 そ の 都

度 ４ ０ ０

円 と す

る。  

（３）  人

頭 割 額

は 、 原 則

と し て 住

民 基 本 台

帳 の 世 帯

人 員 に 基

づ き 計 算

する。  

（４）  ２

無 臭

便槽  

１ 世 帯 に

つ き  月

額 ５ ５ ０

円  

１ 人 に つ

き  月 額

２５０円  

種別  取扱区分  手数料  備考  

し尿  一 般

家庭  

普 通

便槽  

１ 世 帯 に

つ き  月

額 ３ ５ ０

円  

１ 人 に つ

き  月 額

２５０円  

（１）  く

み 取 り

は 、 計 画

に 基 づ き

月 １ 回 を

原 則 と す

る。  

（２）  普

通 便 槽 に

お け る く

み 取 り

が 、 月 ２

回 以 上 と

な る 場 合

は ２ 回 目

以 降 そ の

都度４００

円 と す

る。  

（３）  人

頭 割 額

は 、 原 則

と し て 住

民 基 本 台

帳 の 世 帯

人 員 に 基

づ き 計 算

する。  

（４）  ２

無 臭

便槽  

１ 世 帯 に

つ き  月

額 ５ ５ ０

円  

１ 人 に つ

き  月 額

２５０円  
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箇 所 以 上

の 便 槽 が

あ る 家 庭

に つ い て

は 、 基 本

料 金 に １

箇 所 増

す ご と に

１ ５ ０ 円

を 加 算 す

る。  

多 人 数 の

出 入 り す

る 事 業 所

等  

（略）    

し 尿

以 外

の 一

般 廃

棄物  

（略）  （略）    

 

箇 所 以 上

の 便 槽 が

あ る 家 庭

に つ い て

は 基 本 料

金 に １ 箇

所 増 す ご

とに１５０

円 を 加 算

する。  

 

多 人 数 の

出 入 り す

る 事 業 所

等  

（略）    

し 尿

以 外

の 一

般 廃

棄物  

（略）  （略）    

 

  

附  則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

  平成３１年２月２５日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

 


